
   
　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
が
、
転
入
や
就
職
な
ど
健
康
保
険

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
手
続
き
は
郵

送
で
も
で
き
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
】

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
や
脱
退
し

た
と
き
、
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
な
ど
は
、
本
人
又
は
家
族
が
14
日

以
内
に
届
出
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
◎
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

転
入
さ
れ
た
日
や
職
場
の
健
康
保
険

を
や
め
た
日
な
ど
、
国
民
健
康
保
険
の

資
格
が
生
じ
た
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
加

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
保
険
税

に
つ
い
て
も
そ
の
加
入
日
に
基
づ
き
課

税
さ
れ
、
一
度
に
お
支
払
い
い
た
だ
く

税
額
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
喪
失
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
保
険
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
資
格
喪
失
日
以
降
に
国
保

の
保
険
証
で
医
療
機
関
に
か
か
る
と
、

国
保
が
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
医
療

費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

【
退
職
者
医
療
制
度
】

　

会
社
を
退
職
し
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
年
金
受
給
者
の
う

ち
次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
退

職
者
医
療
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
、
該
当
す
る
方
に
は
更
新
後

の
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

既
に
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
の
保

険
証
に
は
右
上
に「
本
人
」ま
た
は「
被

扶
養
者
」
の
印
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
新
規
や
継
続
に
関
し
て
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
要
件　

厚
生
年
金
・
共
済
年
金
の

受
給
者
で
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、

あ
る
い
は
40
歳
以
降
の
加
入
期
間

が
10
年
以
上
の
方

　

保
険
証
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、
町
へ
の
届
出
の
ほ
か
に
、

医
療
機
関
の
窓
口
へ
保
険
証
を
提
示

し
、
変
更
の
あ
っ
た
こ
と
を
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

保
険
福
祉
課

☎
２
４
７
・
２
７
４
・
２
７
５

　

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
70
歳
か
ら
74
歳

ま
で
の
方
で
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合

が
１
割
の
方
は
、
平
成
23
年
４
月
か
ら
２
割

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
引
き
続
き
平
成
24
年
３
月
ま
で
の
１

年
間
、
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
大
磯
町
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
１
割
の
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
４
月
以
降
に
お
使
い
い
た
だ

く
高
齢
受
給
者
証
を
３
月
末
ま
で
に
送
付
い

た
し
ま
す
。
な
お
、
現
役
並
み
所
得
者
は
３

割
負
担
の
ま
ま
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
現

在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
を
そ
の
ま
ま
お

使
い
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

保
険
福
祉
課

　

☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４
・
２
７
５

　

東
北
関
東
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
方
々
へ
の

支
援
活
動
の
一
環
と
し
て
、
３
月
17
日(

木)

、

大
磯
町
長
を
は
じ
め
、
大
磯
町
議
会
議
員
や
大

磯
町
区
長
連
絡
協
議
会
、
民
生
委
員
児
童
委
員

連
絡
協
議
会
な
ど
が
参
加
し
、
大
磯
駅
前
で
街

頭
募
金
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
被
災
地
復
興
の
た
め
、
町
と
し
て

積
極
的
に
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

町
で
は
、
大
磯
町
役
場
本
庁
舎
の
ほ
か
、
国

府
支
所
、
図
書
館
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
さ
ざ
れ
石
、

ふ
れ
あ
い
会
館
等
の
公
共
施
設
に
、
募
金
箱
を

設
置
、
義
援
金
の
受
付
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

災
害
時
、
私
た
ち
に
何
が
出
来
る
の
か
、
地

域
で
は
何
が
出
来
る
の
か
、
行
政
に
は
何
が
必

要
か
な
ど
、
皆
さ
ん
の
お
考
え
や
ご
意
見
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
方
法

　

任
意
の
用
紙
で
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先

・  

郵
送　

〒
２
５
５

－

８
５
５
５

　

大
磯
町
東
小
磯
１
８
３

　

大
磯
町
役
場
政
策
課
あ
て

・  

Ｆ
Ａ
Ｘ（
61
）
１
９
９
１

・  

メ
ー
ル　

(info@
tow
n.oiso.kanagaw

a.jp)

◎
問
い
合
わ
せ　

政
策
課　

☎
内
線
２
０
６

注意）　窓口で、保険証を交付するときは運転免許証等で本人確認をし
ています。提示がない場合は、簡易書留で郵送します。

※１　60歳未満の方
※２　厚生年金・共済年金の年金受給者で加入期間が 20年以上、ある

いは 40歳以降の加入期間が 10年以上の方

国
民
健
康
保
険
の

　
　
　
　
　

手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！

こ
ん
な
場
合
は

　
　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
、
４
月
か

ら
80
円
減
額
さ
れ
、
月
額
１
５
，
０

２
０
円
に
な
り
ま
す
。

　

通
常
の
口
座
振
替
の
方
は
５
月
末

か
ら
、
早
割
の
口
座
振
替
の
方
は
４

月
末
か
ら
引
落
し
金
額
が
変
わ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

学
生
の
納
付
猶
予
申
請
は
４
月
か
ら

　

前
年
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下
の

学
生
の
場
合
、
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

必
要
な
書
類
等
を
お
持
ち
の
上
、

役
場
本
庁
舎
又
は
国
府
支
所
で
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
書
類
等

　

①
申
請
書
（
窓
口
に
も
ご
用
意
し

て
い
ま
す
。）②
年
金
手
帳
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
③
学
生

証
ま
た
は
在
学
証
明
書
の
写
し
（
平

成
23
年
度
有
効
の
も
の
）④
印
鑑
（
本

人
が
署
名
す
る
場
合
に
は
不
要
）

◎
問
い
合
わ
せ　

保
険
福
祉
課

　

☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４
・
２
７
５

国
民
健
康
保
険
の

   

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ
（
70
〜
74
歳
の
方
）

　

町
と
契
約
し
て
い
る
医
療
機
関
で
、
子
宮

頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
、
小
児
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
、
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
の
無
料
接
種
が

で
き
ま
す
。

　

医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
事
前
に
予
約
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

磯
町
横
溝
千
鶴
子
記
念
子
育
て
支

援
総
合
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
を
募
集
し

た
と
こ
ろ
、
セ
ン
タ
ー
利
用
者
の
方

を
初
め
と
し
て
多
数
の
応
募
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
か
ら
、
未
来
に
の
び
る
明

る
い
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
「
め
ば
え
」
に
決
定

し
ま
し
た
。

　

ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

気
軽
に
利
用
で
き
る
セ
ン
タ
ー
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

　

☎（
７
１
）
３
３
７
７

大
磯
町
横
溝
千
鶴
子
記
念

　
　
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
がに

決
定

「
め
ば
え
」

「
め
ば
え
」

「
め
ば
え
」

▼
対
象
者

◎
ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

２
か
月
児
〜
５
歳
未
満
（
誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

◎
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン　

中
学
１
年
〜
高
校
１
年
ま
で

◎
問
い
合
わ
せ

　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課　

☎
内
線
３
１
０

　　
「
お
あ
し
す
24
」
は
、
町
職
員
で
あ
る
、

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
・
医
師
が
地
域

会
な
ど
を
訪
問
し
、
健
康
相
談
や
栄
養

相
談
を
は
じ
め
、
簡
単
な
血
圧
測
定
、

尿
検
査
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

大
磯
町
は
「
健
康
な
人
が
お
お
い

ぞ
！
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き

ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

【
４
月
の
開
催
日
】

　

今
月
の
予
定
は
、
下
表
の
と
お
り
で

す
。

　

な
お
、
今
後
の
予
定
は
、
広
報
お
お

い
そ
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ

す
る
ほ
か
、
回
覧
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　

☎
内
線
３
１
０

4月18日（月）  

4月21日（木）  

4月25日（月）  

4月 日（ ）  

10時～12時

10時～13時

と　き ところ 時　間

子宮頸がん・乳がん検診が、

節目年齢の方は無料になります

　対象となる方は、下記のとおりとな
ります。検診手帳、無料クーポン券、
受診案内は、個別に通知します。検診
の時期や場所などの詳細は通知をご覧
ください。

【子宮頸がん検診】
満 20歳（平成２年４月２日から平成３年４月１日生）
満 25歳（昭和 60年４月２日から昭和 61年４月１日生）
満 30歳（昭和 55年４月２日から昭和 56年４月１日生）
満 35歳（昭和 50年４月２日から昭和 51年４月１日生）
満 40歳（昭和 45年４月２日から昭和 46年４月１日生）

【乳がん検診】
満 40歳（昭和 45年４月２日から昭和 46年４月１日生）
満 45歳（昭和 40年４月２日から昭和 41年４月１日生）
満 50歳（昭和 35年４月２日から昭和 36年４月１日生）
満 55歳（昭和 30年４月２日から昭和 31年４月１日生）
満 60歳（昭和 25年４月２日から昭和 26年４月１日生）

◎問い合わせ　スポーツ健康課　☎内線３１０

24
健康おおいぞ健康おおいぞ

13時30分
～15時30分

北本町
（ふれあい会館）

虫窪
（虫窪老人憩の家）

月京（月京会館）

裡道（裡道児童館）

町
施
設
に
募
金
箱
を
設
置

大
磯
駅
前
で
街
頭
募
金
活
動
を
実
施

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
下
さ
い

旧
吉
田
茂
邸
再
建
募
金
を
休
止

　

町
で
は
、
被
災
地
支
援
を
最
優
先
に
考
え
、

当
面
の
間
、
標
記
募
金
活
動
は
休
止
と
し
ま
す
。

町
も
考
え
ま
す

　

毛
布
な
ど
備
蓄
品
に
つ
い
て
見
直
し
を
行

う
こ
と
や
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
情
報
伝

達
方
法
な
ど
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
出

来
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

年金手帳(※1)・健康保険の
喪失証明書等 ・年金証書(※2)

学生証又は身分を証
明するもの

職場の健康保険をやめた

住所・世帯主・氏名が変
わった

就学のため子どもが他
市町村に転出した

退職医療制度に該当した

大磯町に転入した

子どもが生まれた

死亡した

保険証をなくした

大磯町から転出した

職場の健康保険に入った

国民健康
保険に入
るとき

国民健康
保険をや
めるとき

母子手帳

職場の健康保険証

身分を証明するもの

年金証書

その他

必要なもの
その他

こんなとき

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

○

○

保険証印鑑

子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

平
成
23
年
度
も
無
料
接
種
を
実
施

　平成元年医師免許取
得、外科医として東海
大学医学部付属病院に
勤務。感染対策や医療
経済、緩和ケアなどを
学ぶ。2 年前から東京
江東区の癌研有明病院
の緩和ケア病棟勤務。

　医師ではありますが、診療を行うわけではありません。
　私は保健師・管理栄養士とともに地域の会館を回
ります。病気や健康のこと以外も住民のみなさまと
いろいろなお話をさせていただければと思います。
個別の相談も承ります。得意分野でない領域もない
わけではありませんが、お時間をいただければ精一
杯勉強してお応えできるようにしてまいります。どう
ぞよろしくお願いします。

４月から「おあしす２４」で
お伺いします !

▲田仲　曜 (たなかひかる ) 医師

◎問い合わせ　スポーツ健康課　☎内線３１０

月額　１５，１００円

月額　１５，０２０円

旧

新

国民年金保険料国民年金保険料国民年金保険料

が変わりますが変わります

　

未
曾
有
の
被
害
が
発
生
し
た
大
地
震
。
町
で
の
被
害
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、被
災
地
復
興
は
、

国
民
誰
も
の
願
い
で
す
。
町
と
し
て
も
、
積
極
的
に
支
援
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
支
援
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

東
北
関
東
大
震
災
の
被
災
地
に

　
　
　
　
対
す
る
募
金
活
動
を
実
施

東
北
関
東
大
震
災
の
被
災
地
に

　
　
　
　
対
す
る
募
金
活
動
を
実
施
！！！！

▲被災地支援の募金活動を行う
　参加者の皆さん

年金

広報おおいそ　平成23年4月7




